
（別紙６４）  （介護予防）短期入所療養介護 看護職員等勤務条件基準 

 

 ・ 勤務形態（ア 三交替  イ 二交替  ウ その他（         ）） 

 ・ 夜勤時間帯：午後   時   分 ～ 翌朝   時   分（１６時間） 

 

・平均入院患者数          人（Ａ） 

  ※平均入院患者数は、当該病棟における入院患者数と短期入所療養介護利用者数の合計

を記入してください。 

 

                               延夜勤時間数（Ｄ） 

・夜勤にあたる１日平均看護職員数         人（Ｂ）＝  

                                 日数×１６ 

   

                               延夜勤時間数（Ｄ＋Ｆ） 

・夜勤にあたる１日平均看護・介護職員数      人（Ｃ）＝ 

                                日数×１６ 

 

・入院患者数 対 看護職員数          ：１（Ａ／Ｂ） 

 

・入院患者数 対 看護・介護職員数       ：１（Ａ／Ｃ） 

 

                           夜勤時間数（Ｄ－Ｅ） 

・看護職員月平均夜勤時間数       時間＝ 

                        夜勤時間帯に従事した実人員（Ｈ） 

 

                         夜勤時間数（Ｄ－Ｅ）＋（Ｆ－G） 

・看護・介護職員月平均夜勤時間数    時間＝ 

                        夜勤時間帯に従事した実人員（H＋Ｉ） 

 

※（Ｄ）（Ｅ）（Ｆ）（Ｇ）（Ｈ）（Ｉ）は様式第 19号の該当箇所の数値を用いてください。 

 

 


